令和７年度　第１回　大阪府立学校いじめ防止対策等審議会議事録


令和７年10月８日（水）
10：00～12：00
於：大阪府庁本館５階　議会特別会議室（大）


出席者　新井肇（関西外国語大学教授）、伊山喜二（大阪社会福祉協議会）、
栗本美百合（大阪府臨床心理士会）、眞鍋亘（大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会）、
峯本耕治（大阪弁護士会）　山下仰（大阪精神診療所協会）


	事務局
	大阪府立学校いじめ防止対策等審議会規則第８条第２項、「委員の過半数が出席」を満たしておりますので、審議会の成立を確認します。

	委員
	はじめに、令和７年度のいじめ重大事態について、この間生起している事象について事務局より説明をお願いします。

	事務局
	（非公開）

	委員
	続いて、「大阪府立学校におけるいじめ重大事態に係る調査の実施に関する要項」について、事務局より説明をお願いします。

	事務局
	令和６年８月に改訂されました「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を踏まえて、いじめ重大事態に係る学校主体調査の実施要項を作成しました。
実施要項の第四条では、弁護士、臨床心理士、精神科医等の専門的知識及び経験を有し、かついじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない専門委員を学校のいじめ対策組織の構成員とすることができるように定めております。これにより、学校主体調査に第三者性を持たせることができるようにしております。なお、学校は専門委員を構成員とする場合は事前に教育庁と協議をすることとなっております。

	委員
	学校主体で調査を行ういじめ重大事態の場合は、調査組織に専門人材を必ず入れなければならないということでしょうか。

	事務局
	すべての府立学校にスクールカウンセラーを配置しており、学校の調査組織に必ず入れています。それに加えて、第三者性をもつ専門人材を加えることができるようにしたものです。

	委員
	学校で行われるいじめ対策会議に、スクールカウンセラーは入っているのでしょうか。

	事務局
	スクールカウンセラーには、いじめ対策会議に参加するように伝えています。ただし、勤務日が合わず、参加できていないこともあります。

	委員
	続いて、協議に移ります。今回のテーマである「いじめ施策における生成AIの有用性」について、事務局より経緯や趣旨について説明をお願いします。


	事務局
	生成AI (人工知能) は、膨大なデータのパターンや関係性を学習し、その学習成果をもとに新たなコンテンツを生成します。現在活用されている生成AIの一般的な機能として「テキスト作成」「画像作成」「動画作成」「音声作成」の４つが挙げられます。
この生成AIを学校現場で教職員の働き方改革に活用できるのではないかと考えており、学校がいじめ事案を扱う上で生成AIをどのように活用できるか、生成AIの可能性について協議いただきます。
例えば、学校でいじめ対策会議における資料作成や記録の整理、調査報告書の作成に膨大な時間を要します。それらの資料を生成AIが代わりに作成することで、教職員の負担軽減につながることが期待されます。
委員の皆様には「いじめ施策における生成AIの有用性」というテーマで協議をお願いします。

	委員
	そもそも子どもたちに接することに生成AIは必要なのでしょうか。いじめについては、被害者はもちろんのこと、加害者へのアプローチも必要で、最終的に加害者側と被害者側の人間関係が何よりも重要です。

	委員
	私も生成AIを活用していますが、日が経つとより精度の高い成果物ができます。ただ、数回に一度はとんでもない言葉の間違いをすることもあり、生成AIが誤った言葉の捉え方をすることによって、全く違う成果物ができることもあります。
膨大な調査報告書を要約することには使えるかもしれません。ただ、その後の確認作業は必須です。
生成AIの活用により労力は減りますが、そのことにより教職員がどこまで自分事として考えるのかがわからない可能性があり、そこに危険性はあると感じます。

	委員
	記録をまとめることに関する活用については、利便性が高く、効果的と考えられます。しかし、学校現場での活用において、個人情報の取扱い方については検討が必要です。

	委員
	　個人情報を生成AI上で使用するためには、大手企業が導入しているように、教育委員会が独自の生成AIを作ればいいが、それは難しいかもしれない。
生成AIは間違いをするので、成果物を確認しなければならないが、たたき台の作成には効果的です。報告書は、論理的かつ保護者が納得するものにするためには膨大な時間がかかるため、生成AIを使わないと非効率でもあります。
本日委員の方々から出た意見は、学校に生成AIを通知した際に、学校から問い合わせがあるような意見なので参考にしていただきたい。

	委員
	　協議は以上になります。
様々な観点のご意見をありがとうございました。各委員の皆様から非常に参考になる意見が多くあったかと思います。事務局にお返しします。

	事務局
	それでは、これをもちまして令和７年度第１回大阪府立学校いじめ防止対策等審議会を閉会いたします。
本日はありがとうございました。



